
 

 

飯田市「生ごみ処理機器購入費補助」制度 

家庭から出る燃やすごみのうち 

約 40％が生ごみです 

飯田市では、生ごみの減量化・堆肥化のために生ごみ処理機の購入に補助金を交付しています。 

ぜひ、この機会に生ごみ処理機で、臭いも気にせず、生ごみを減らしてみませんか？ 

■注意事項 

※ 申請者の名義は、世帯主の方に限ります。 

※ 購入から 1 年以内のもののみ申請できます。 

※ 過去に交付を受けている場合、7 年以上が経過していないと交付が受けられません（コンポストも含む）。 

過去の交付状況が不明な方は、お調べします。市役所環境課・各自治振興センター窓口へお越しください。 

※ 提出された書類は、返却は行いません。必要な方はご自身で控えを取っていただくようお願いします。 

■申し込み方法 

1. 上記の【申請に必要なもの】を用意し、市役所環境課・各自治振興センター窓口にお越しください。 

2. 必要事項を、申請書に記入してください。  

３. 申し込み内容を審査の上、後日、郵送でご連絡をします。 

■申請に必要なもの 

☑ 領収書の原本    購入者の氏名（世帯員に限る）、メーカー、機種、台数、販売店が明記されているもの 

☑ 保証書のコピー  必要事項を記入して持参してください。電動式は、余白に「製造番号」を書いてくだ 

さい。製造番号は、ほとんどは本体に付いています。見つからない場合、メーカーへお問い合わせください。 

☑ 住民票の写し    世帯全員の記載があるもの（世帯主氏名と続柄） コピー不可、原本が必要です。 

☑ 預金通帳等     振込口座のわかるもの（口座名義は、同一世帯員も可） 

【 問い合わせ先 】 飯田市環境課 廃棄物対策係  TEL 0265-22-4511（内線 5465、5466） 

 
※千円未満の端数が生じた場合は切り捨てです 

※購入費用に、付属品や送料の費用は含みません 

※ポイント・クーポンなど利用の場合は、差し引いた金額 

※コンポストは、同時に購入した2台までが対象 

最大 30,000 円 
 購入金額の 1/2を補助します 

 

燃やすごみに占める生ごみの割合 

対象となるもの 

電気を用いた乾燥・バイオ式の生ごみ処理機、コンポストなど 
※写真、イラストはイメージ 
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